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労使協定（労働者派遣法第 30 条の 4 第１項） 

 

株式会社ヒューマンアイズ（以下「本社」という）と本社従業員代表とは、派遣契約を締結した従業員（以下

「対象従業員」という）の待遇に関する事項（労働者派遣法第 30 条の 4 第 1 項の規定）に関し、次のとおり協

定する。 

 

 

（対象となる派遣労働者の範囲） 

第1条 本協定は、生産業務・物流業務・事務業務・倉庫業務・清掃業務を担当する対象従業員に適用する。 

２ 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリア形成を行い所得の不

安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。 

３ 本社は、対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、本協定の適用を除外

しないものとする。 

 

 

（賃金の構成） 

第2条 対象従業員の賃金は、基本給、賞与、時間外労働手当、深夜・休日労働手当、通勤手当、資格手当、皆

勤手当、家族手当、赴任手当、別居手当、地域手当、住宅手当、技術手当、みなし残業手当、生産協力金、

調整手当、特別手当、役職手当、報奨金、職務手当および退職金とする。 

 

 

（賃金の決定方法） 

第3条 対象従業員の基本給及び賞与の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の

額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表 1 のとおりとする。 

（１）比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、「令和元年７月８日職発第 0708 号第 2 号

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第 30 条の 4 第 1 項第 2

号イに定める同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額等について」（以下「通達」とい

う）に定める「平成 30 年職業安定業務統計」（厚生労働省）の「中分類」を採用する。 

（２）通勤手当については、基本給及び賞与とは分離し、第６条のとおりとする。 

（３）地域調整については、通達に定める「地域指数」の「都道府県別地域指数」により調整 

 

 

第4条 対象従業員の基本給及び賞与は、次の各号に掲げる条件を満たした別表１のとおりとする。 

（１）別表１の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額以上であること 

（２）各等級の職務と別表１の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額との対応関係は次のと

おりとすること 
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＜能力・経験調整指数＞ 

指数 0 1 2 3 5 10 20 

階層・条

件 

製造未経験 

または 

新入社員 

製造経験 3年 

以上または 

会社 1 年以上 

製造経験 5年 

以上または 

会社 2年以上 

製造経験 8年 

以上または 

会社 3年以上 

製造経験 10年

以上または 

会社 5年以上 

製造経験 15年

以上または 

会社 10年以上 

製造経験 20年

以上または 

会社 15年以上 

  

及び 

スキル評価 

E以上 
 

及び 

スキル評価 

D以上 

及び 

スキル評価 

C以上 

及び 

スキル評価 

B以上 

及び 

スキル評価 

A以上 

及び 

スキル評価 

A以上 

  

及び 

直近(6 カ月)の 

出勤率 90％ 

以上 

及び 

直近(6 カ月)の 

出勤率 90％ 

以上 

及び 

直近(6 カ月)の 

出勤率 90％ 

以上 

及び 

直近(6 カ月)の 

出勤率 95％ 

以上 

及び 

直近(6 カ月)の 

出勤率 95％ 

以上 

及び 

直近(6 カ月)の 

出勤率 100％ 

以上 

    

及び 

班長 C 

以上 
 

及び 

班長 B 

3 年以上 
 

及び 

班長 A 

3年以上 

及び 

班長 A 

5年以上 

及び 

班長 A 

10年以上 

【留意事項】 

◆製造経験は中分類における会社入社前及び入社後の経験を足したものとする 

◆製造以外の業種に関しては製造の部分を該当の業種にあてはめて都度決定するものとする 

◆協定成立時において既存社員は「班長 C以上」で「指数 2」、「班長 B、3年以上」で「指数 3」、「班長 A、3年以上」で「指数 5以上」に配置 

◆協定成立時において「役職なし」は「製造経験 3年」又は、「会社 1年以上」で「指数 1」に配置、その他社員は「指数 0」に配置 

◆スキル評価は年に 2回(上期・下期)に実施する評価の平均判定による  

◆出勤率は欠勤の実績から割り出す（有給休暇は出勤として取り扱う） 

◆60歳で定年再雇用制度を採用しているため定年後の待遇は協議により変更することがある 

 

２ 本社は、第 9 条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容であったとしても、その経験の

蓄積・能力の向上があると認められた場合には、基本給額の 0～80％の範囲で調整手当を支払うこととする。 

  また、より高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に応じた派遣就業の機会

を提示するように努めるものとする。 

 

 

第5条 対象従業員の時間外労働手当、深夜・休日労働手当は、賃金規定第 42 条に準じて、法律の定めにした

がって支給する。 

 

 

第6条 対象従業員の通勤手当は、賃金規定第 44 条、及び第 45 条に定める通勤に要する実費に相当する額とす

る。 

 

 

 

 



  株式会社ヒューマンアイズ(2020/4/1) 

 3 / 5 

 

第7条 対象従業員の退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、

次の各号に掲げる条件を満たした別表２の通りとする。なお、当該協定の有効日前の勤務期間は通算しない。 

（１）退職手当の受給に必要な最低勤続年数：３年 

通達に定める「平成 30 年中小企業の賃金・退職金事情」（東京都）の「退職一時金受給のための最低勤

続年数」において、最も回答割合の高かったもの（自己都合退職及び会社都合退職のいずれも 3 年） 

（２）退職時の勤続年数ごとに（3 年、5 年、10 年、15 年、20 年、25 年、30 年、35 年、37 年）の支給金額： 

「平成 30 年中小企業の賃金・退職金事情」の高校卒の場合の金額に、同調査において退職金手当制度が

あると回答した企業の割合（71.3％）をかけた数値として通達に定めるもの 

 

 

第8条 退職手当制度を開始前の令和 2 年 3 月 31 日以前の勤務期間の取扱いは別途協議の上、定める場合があ

る。 

 

 

（賃金の決定に当たっての評価） 

第9条 賞与は別表１に定める前払制度を導入する。 

 

 

（賃金以外の待遇） 

第10条 教育訓練（次条に定めるものを除く）、福利厚生その他の賃金以外の待遇については令和２年 4 月 1 日

より正社員と同等のものを支給する。 

 

 

（教育訓練） 

第11条 労働者派遣法第 30 条の 2 に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づき別途定める「教育訓

練実施計画」にしたがって、着実に実施する。 

 

 

（その他） 

第12条 本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。 

 

 

（有効期間） 

第13条 本協定の有効期間は、令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの 1 年間とする。 

 

 

令和２年   月   日 

株式会社ヒューマンアイズ      専務取締役           ㊞ 

 

    株式会社ヒューマンアイズ       従業員代表           ㊞ 
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＜別表１＞  

職業安定業務統計（職業・都道府県別指数）早見表 参照 

 

 

 

 

＜別表２＞  

退職金 

 

勤続年数 高校卒（自己都合） 高校卒（会社都合） 

3 年 ¥131,192 ¥199,640 

5 年 ¥246,698 ¥368,621 

10 年 ¥640,274 ¥874,851 

15 年 ¥1,213,526 ¥1,589,990 

20 年 ¥1,993,548 ¥2,453,433 

25 年 ¥3,019,555 ¥3,599,937 

30 年 ¥4,120,427 ¥4,832,714 

35 年 ¥5,368,890 ¥6,152,477 

37 年 ¥5,771,735 ¥6,570,295 

定年 ―        ¥8,034,084 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  株式会社ヒューマンアイズ(2020/4/1) 

 5 / 5 

 

 

 

 

モデル退職金（調査産業計）平成 30 年中小企業の賃金・退職金事情 

 

 

 

モデル退職金（調査産業計）              平成 30 年中小企業の賃金・退職金事情（東京都） 

（企業の割合（71.3％）をかけた数値） 

勤続年数 高校卒（自己都合） 高校卒（会社都合） 

3 年 ¥131,192 ¥199,640 

5 年 ¥246,698 ¥368,621 

10 年 ¥640,274 ¥874,851 

15 年 ¥1,213,526 ¥1,589,990 

20 年 ¥1,993,548 ¥2,453,433 

25 年 ¥3,019,555 ¥3,599,937 

30 年 ¥4,120,427 ¥4,832,714 

35 年 ¥5,368,890 ¥6,152,477 

37 年 ¥5,771,735 ¥6,570,295 

定年 ―        ¥8,034,084 

 


